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(課税額) 

第 14条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は，世帯主及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額（国民健康保険税の

うち，国民健康保険に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57年法

律第 80号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者

支援金等」という。）及び介護保険法（平成 9年法律第 123号）の規定による納付

金の納付に要する費用を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち，後期高齢者

支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。）並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同

法第 9 条第 2 号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額

(国民健康保険税のうち，同法の規定による納付金の納付に要する費用に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。 

2 前項の基礎課税額は，世帯主（前条第 2項の世帯主を除く。以下この条におい

て同じ。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が 610,000円を超える

場合においては，基礎課税額は，610,000 円とする。 

3 第 1項の後期高齢者支援金等課税額は，世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。た

だし，当該合算額が 190,000円を超える場合においては，後期高齢者支援金等課税

額は，190,000 円とする。 

4 第 1項の介護納付金課税額は，介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険

者のうち介護保険法第 9 条第 2 号に規定する被保険者であるものをいう。以下同

じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が 160,000円

を超える場合においては，介護納付金課税額は，160,000円とする。 
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